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            主     文 

       本件各上告を棄却する。 

            理     由 

 １ 被告人甲株式会社（以下「被告会社」という。）の弁護人大平雄介の上告趣

意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本

件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法４０５条の上

告理由に当たらない。 

 所論に鑑み、職権で判断する。 

 ⑴ 原判決が是認する第１審判決の認定及び記録によれば、次の事実が認められ

る。 

 被告会社は、令和２年５月２１日、破産手続開始の決定を受け、破産管財人が選

任されていたところ、同年９月２９日及び同年１２月８日、本件で起訴された。被

告会社の破産手続は、令和３年４月２１日、破産手続終結の決定により終了した。

第１審裁判所は、前記破産手続終結の決定の前後を通じて、破産手続開始当時の代

表取締役であったＡ（以下「Ａ」という。）を被告会社の代表者として審理し、令

和５年７月１１日、有罪の判決をした。これに対し、被告会社が控訴を申し立て

た。原審裁判所は、Ａを被告会社の代表者として審理し、令和６年１０月１７日、

控訴棄却の判決をした。 

 ⑵ 所論は、被告会社は破産手続終結の決定により存続しなくなったのに、第１

審裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかったのであるから、原審裁判所として

は、公訴棄却の決定をすべきであったと主張する。 

 そこで検討すると、破産手続開始の決定を受けた株式会社（以下「破産会社」と
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いう。）を被告人とする刑事事件が係属している場合には、破産手続が終了したと

しても、現務が結了していないから、当該会社は、当該刑事事件が終結するまで

は、清算株式会社として存続するというべきである。そうすると、破産会社を被告

人とする刑事事件が係属している場合には、破産手続が終了したとしても、刑訴法

３３９条１項４号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」に当たらない

と解するのが相当である。したがって、本件は公訴棄却の決定をすべき場合に当た

らず、所論は理由がない。 

 ⑶ 所論は、破産手続開始当時に被告会社の代表取締役であったＡは、破産手続

開始により取締役の地位を当然に喪失し、清算人となることもないから、Ａを被告

会社の代表者として関与させた第１審の訴訟手続を是認した原判決及びＡを被告会

社の代表者として関与させた原審の訴訟手続に法令違反があると主張する。 

 しかしながら、破産手続開始当時の取締役は、破産手続開始によりその地位を当

然には失わないというべきである（最高裁平成１２年（受）第５６号同１６年６月

１０日第一小法廷判決・民集５８巻５号１１７８頁、最高裁平成２０年（受）第９

５１号同２１年４月１７日第二小法廷判決・裁判集民事２３０号３９５頁参照）。

そして、破産会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について破産会社を代表

することは、破産管財人の権限に属するものとはいえない。そうすると、破産手続

開始当時の会社を代表する権限を有する取締役は、破産手続開始によりその地位を

当然には失わず、破産手続が終了するまでの間、破産会社を被告人とする刑事事件

に係る訴訟手続について破産会社を代表すると解すべきである。また、破産会社を

被告人とする刑事事件が係属している場合において、破産手続が終了したときは、

前記⑵のとおり、当該会社は、当該刑事事件が終結するまで、清算株式会社として

存続するところ、会社法４７８条１項１号において取締役が清算人となるとされて

いることに鑑みると、破産会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について破

産会社を代表する取締役は、同項２号又は３号に掲げる者がある場合を除き、破産

手続の終了後は、当該刑事事件に係る訴訟手続について清算人の立場で当該会社を
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代表すると解すべきである。 

 したがって、以上と同旨の解釈に基づき、本件において破産手続開始当時に被告

会社の代表取締役であったＡを被告会社の代表者として関与させた第１審の訴訟手

続を是認した原判決及びＡを被告会社の代表者として関与させた原審の訴訟手続に

法令違反はない。 

 ２ 被告人乙（以下「被告人乙」という。）の弁護人小松圭介及び同彦坂幸伸の

上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張で

あって、刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

 所論に鑑み、職権で判断する。 

 ⑴ 第１審判決判示第１の犯罪事実の要旨は、「被告人乙は、被告会社の業務に

関し、その従業員らと共謀の上、平成２８年１月頃から令和元年８月頃までの間、

被告会社の設置する産業廃棄物中間処理施設において、みだりに、同施設から公共

下水道内に廃棄物である汚泥及び汚水合計約３万６８００トンを放流させ、もって

みだりに廃棄物を捨てた。」というものである。 

 ⑵ 所論は、下水道法（令和３年法律第３１号による改正前のもの。以下同

じ。）の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（令和４年法律第６８号によ

る改正前のもの。以下同じ。）の規定の特別規定であり、同法の適用を排除する趣

旨のものであるから、下水道に汚水を放流する行為について、同法１６条違反の罪

（以下「不法投棄罪」という。）は成立しないと主張する。 

 ⑶ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の適正な処理をすること等に

より生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし（１条）、何人に対

してもみだりに廃棄物を捨てることを禁止しており、廃棄物の種類や投棄場所によ

る限定もしていない（１６条）。その罰則は、生活環境に深刻な影響を及ぼす不法

投棄が横行し、その解決が強く求められたことから、累次にわたり強化され、５年

以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金又はこれの併科（法人の場合は３億円

以下の罰金）という重い法定刑が定められている（２５条１項１４号、３２条１項
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１号）。そうすると、不法投棄罪は、みだりに廃棄物を捨てる行為全般を、社会的

に許容されない行為として重く処罰する趣旨のものであると解される。 

 一方、下水道法は、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生

の向上に寄与し、公共用水域の水質の保全に資する（１条）という見地から、下水

の水質等について具体的な規制を定め、特定事業場から基準に適合しない下水を排

除する行為を６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処すること（１２条の２第

１項、４６条１項１号）、下水道管理者の命令に違反する行為を１年以下の懲役又

は１００万円以下の罰金に処すること（３８条１項１号、４５条）等の罰則を設け

ている。これらの罰則は、同法の規制の実効性を確保するため、必要な限度で定め

られているものといえる。 

 以上によれば、不法投棄罪と下水道法の罰則とでは、構成要件、法定刑等が大き

く異なり、規定の趣旨、目的も異なると考えられ、下水道法の罰則は、不法投棄罪

の特別規定ではなく、同罪の適用を排除する趣旨のものでもないと解される。そう

すると、汚水を下水道に放流する行為が、下水道法によって基準に適合しない下水

の排除として規制され、同法の罰則の対象となり得るとしても、同行為がみだりに

廃棄物を捨てたものと認められる場合には、不法投棄罪が成立するというべきであ

る。したがって、不法投棄罪の成立を認めた第１審判決を是認した原判決は相当で

ある。 

 ３ よって、被告会社につき、刑訴法４１４条、３８６条１項３号、１８１条１

項ただし書により、被告人乙につき、同法４１４条、３８６条１項３号により、裁

判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 

(裁判長裁判官 石兼公博 裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官  

平木正洋 裁判官 沖野眞已) 


